
きたひろ宣伝部第１期生募集要項 

 

１　目的 

住民を主役としたナラティブな魅力発信を通じて、北広島町への移住・定住意欲の増進を図りな

がら、協働による持続可能性の高いシティプロモーションの基盤を構築すること。 

 

２　事業概要 

　行政・学生・メディアなど、世代や生活の場を超えた人が協働して、住民を主役とする「ひと・こ

と・ところ」を取材・発信する部活動型プロモーションチームを立ち上げ、住民目線のナラティブア

プローチによる北広島町公式 SNS（Instagram/note）などでの魅力発信により、ファンや移住者を増

やす「まちの魅力」を可視化するもの。 

 

３　活動内容 

きたひろ宣伝部員（以下、部員という）は、次に掲げる活動を行うものとする。 

⑴　文章執筆、写真撮影、情報発信等に関する研修・ミーティングへの参加 

⑵　北広島町内における取材・撮影及び記事作成 

⑶　北広島町公式 SNS への記事の提供 

　⑷　その他、事業の目的達成に必要な活動 

 

４　応募資格 

次のいずれにも該当する者とする。 

⑴　北広島町に在住又は在勤する者 

⑵　SNS 等による情報発信のターゲットを踏まえ、18 歳～49 歳までの者 

⑶　取材活動・情報発信に興味があり、意欲を有する者 

⑷　暴力団員その他反社会的勢力に該当しない者 

 

５　募集人数 

　５人程度 

 

６　活動期間 

　令和８年５月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

７　活動条件 

⑴　活動に対する報酬は支給しないこと（ボランティア活動）とする。 

⑵　活動に要する交通費、通信費その他の経費は、原則として部員の負担とする。 

⑶　活動期間中において、月に１本程度の記事の作成に努めるものとする。 

　⑷　記事内で示した見解等については、北広島町の公式見解としては扱わず、部員の個人的見解

として扱う。 



８　支援内容 

北広島町は、部員に対し次の支援を行う。 

⑴　文章執筆、写真撮影、情報発信等に関する研修機会の提供 

⑵　撮影機材の貸与（希望者に限る） 

⑶　作成記事への専門家によるフィードバックの提供 

⑷　取材に必要な消耗品（名刺等）の支給 

⑸　取材活動に必要な情報提供及び調整支援 

 

９　機材の貸与 

⑴　貸与する機材の種類は、北広島町が別途定める。 

⑵　部員は、善良な管理者の注意をもって機材を使用しなければならない。 

⑶　機材の転貸はこれを禁止する。 

⑷　故意又は重大な過失により機材を破損又は紛失した場合は、その損害を賠償するものとする。 

 

10　記事投稿の分担 

　部員は、取材活動により作成した記事（文章・写真）を北広島町へ提出する。北広島町は、記事の

正確性・適切性を確認のうえ、必要に応じて部員へ修正を依頼し、公式 SNS へ投稿する。 

 

11　応募方法 

北広島町ホームページに掲載する応募フォームに必要事項を入力し、応募すること。 

 

12　選考方法 

応募に基づき書類選考を行う。必要に応じて面談（オンラインを含む。）を実施する場合がある。 

 

13　結果通知 

選考結果は、応募者全員に対し通知する。 

 

14　著作権の取扱い 

　⑴　部員が作成した記事の著作権は、当該部員に帰属する。 

⑵　北広島町は、広報・プロモーションの目的において、当該著作物の使用について、あらかじめ

許諾を得たものとみなし、無償で利用できるものとする。 

⑶　北広島町は、利用にあたり必要な範囲で編集を行うことができるものとする。 

⑷　著作物の利用に際しては、原則として著作権者を表示する。但し、掲載スペースの都合などで

表示が難しい場合には、表示を省略できるものとする。 

 

15　撮影した写真に係る肖像権の取扱い 

⑴　部員は、人物を撮影または掲載する場合、当該人物の同意を得るものとする。 

⑵　部員は、イベント風景を撮影または掲載する場合、主催者等の同意を得るものとする。 



⑶　私有地、私有施設等において撮影を行う場合は、当該管理者の許可を得るものとする。 

⑷　北広島町及び部員は、第三者の権利を侵害しないよう十分に留意すること。 

 

16　禁止事項 

部員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

⑴　法令又は公序良俗に反する行為 

⑵　第三者の権利を侵害する行為 

⑶　虚偽又は誤解を招く情報の発信 

⑷　本町の信用を毀損する行為 

⑸　政治活動、宗教活動又は部員個人の営利を目的とした活動 

⑹　その他、事業の運営に支障を及ぼす行為 

 

17　免責及び事故対応 

　⑴　活動中に生じた事故又はトラブルについては、速やかに北広島町へ報告するものとする。 

⑵　活動中に生じた事故・損害等については、北広島町が加入する総合賠償責任保険により対応

する。ただし、車両での交通事故及び故意又は重大な過失による場合を除くものとする。 

 

18　個人情報の取扱い 

本事業により取得した個人情報は、運営に必要な範囲内で適切に管理し、目的外には使用しない。 

 

19　その他 

本要項に定めのない事項については、北広島町が別に定める。 

 

20　問い合わせ先 

北広島町まちづくり推進課 

電　話：0826-72-7358 

メール：chiiki@town.kitahiroshima.lg.jp


